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平成２９年第１回北竜町議会臨時会 
 

平成２９年５月１７日（水曜日） 

 

○議事日程 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  会期の決定 

第 ３  諸般の報告 

第 ４  承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

     〔北竜町税条例の一部改正について〕 

第 ５  承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

     〔平成 28年度北竜町一般会計補正予算（第７号）について〕 

第 ６  承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

     〔平成 28年度北竜町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について〕 

第 ７  承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

     〔平成 28年度北竜町介護保険特別会計補正予算（第６号）について〕 

 

○出席議員（８名） 

１番 北 島 勝 美 君      ２番 藤 井 雅 仁 君 

３番 小 松 正 美 君      ４番 佐 光   勉 君 

５番 小 坂 一 行 君      ６番 松 永   毅 君 

７番 山 本 剛 嗣 君      ８番 佐々木 康 宏 君 

 

○欠席議員（０名） 

 

○出席説明員 

   町     長   佐 野   豊  君 

副  町  長   竹 内 範 行  君 

教  育  長   本 多 一 志  君 

総 務 課 長   井 上   孝  君 

企画振興課長   高 橋 利 昌  君 

住 民 課 長   中 村 道 人  君 

建 設 課 長   大 矢 良 幸  君 

産 業 課 長   有 馬 一 志  君 
 
農 業 委 員 会  
事 務 局 長 

教 育 次 長   南   秀 幸  君 

   会 計 管 理 者   続 木 敬 子  君 
    

地域包括支援    
セ ン タ ー 長     

永 楽 園 長   杉 山 泰 裕  君 

南   祐美子  君 

 

 

 

山 田 英 喜  君 

き喜  君 
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○出席事務局職員 

事 務 局 長   山 田 伸 裕  君 

書     記   岩 渕 孝 亮  君 
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開会 午前 ９時００分 

◎開会の宣告 

○議長（佐々木康宏君） 

ただいま出席している議員は、８名であります。 

定足数に達しておりますので、平成２９年第１回北竜町議会臨時会を開会いたします。 

  

    ◎開議の宣告 

○議長（佐々木康宏君） 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木康宏君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により議長において、７番、山本議員及び１

番、北島議員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（佐々木康宏君） 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（『異議なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（佐々木康宏君） 

日程第３、諸般の報告を行います。 

本臨時会に提出された案件は、承認４件であります。 

次に、本臨時会に説明員として、佐野町長、竹内副町長、本多教育長、井上総務課長、高橋

企画振興課長、中村住民課長、大矢建設課長、有馬産業課長、山田英喜農業委員会事務局長、

南秀幸教育委員会教育次長、続木会計管理者、南祐美子地域包括支援センター長、杉山永楽園

園長が出席いたします。 

本会議の書記として、山田伸裕局長、岩渕書記を配します。 

次に、議長会務報告につきましては、お手元に配付してありますので、お目通しのうえ、ご

了承賜りたいと存じます。 

以上で諸般の報告を終わります。 
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◎日程第４ 承認第１号 

○議長（佐々木康宏君） 

 日程第４、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて〔北竜町税条例の一部改正に

ついて〕を議題といたします。 

 提案者より提案理由の説明を願います。 

竹内副町長。 

○副町長（竹内範行君） 

 （説明、記載省略） 

○議長（佐々木康宏君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

 承認第１号について、質疑があれば発言を願います。 

  

（「なし」の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 討論を終わります。 

採決をいたします。 

 承認第１号、原案どおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

                （『異議なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて〔北竜町税条例の一部改正につ

いて〕は、原案どおり承認することに決定されました。 

    

 ◎日程第５ 承認第２号ないし日程第７ 承認第４号 

○議長（佐々木康宏君） 

 日程についてお諮りいたします。 

 日程第５、承認第２号から日程第７、承認第４号まで平成２８年度補正予算に係る議案であ

りますので、一括議題といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

（『異議なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

異議なしと認めます。 

よって、日程第５、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 28年度北竜町
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一般会計補正予算（第７号）について〕、日程第６、承認第３号 専決処分の承認を求めること

について〔平成 28年度北竜町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について〕、日程第７、

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 28年度北竜町介護保険特別会計補正

予算（第６号）について〕、以上３件一括議題といたします。 

 理事者より順次、提案理由の説明を願います。 

 竹内副町長。 

○副町長（竹内範行君） 

 （説明、記載省略） 

○議長（佐々木康宏君） 

 井上総務課長。 

○総務課長（井上孝君） 

 （説明、記載省略） 

○議長（佐々木康宏君） 

 中村住民課長。 

○住民課長（中村道人君） 

 （説明、記載省略） 

○議長（佐々木康宏君） 

 南祐美子地域包括支援センター長。 

○地域包括支援センター長（南祐美子君） 

 （説明、記載省略） 

○議長（佐々木康宏君） 

 承認第２号から承認第４号まで、提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。 

 承認第２号について、質疑があれば発言を願います。 

 

（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 討論を終わります。 

 承認第３号について、質疑があれば発言を願います。 

 

（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 討論を終わります。 

 承認第４号について、質疑があれば発言を願います。 

 

（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

（『なし』の声あり） 

○議長（佐々木康宏君） 

 討論を終わります。 

 採決をいたします。 

 承認第２号から承認第４号まで、原案どおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

○議長（佐々木康宏君） 

 はい全員挙手。挙手多数です。 

 したがって、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 28年度北竜町一般会

計補正予算（第７号）について〕は、原案どおり承認されました。 

 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 28年度北竜町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）について〕は、原案どおり承認されました。 

 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて〔平成 28年度北竜町介護保険特別会計補

正予算（第６号）について〕は、原案どおり承認されました。 

 

◎閉会の宣告 

○議長（佐々木康宏君） 

 本臨時会の会議に付された案件はすべて終了いたしました。 

 これで平成２９年第１回北竜町議会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労様でした。 

 

閉会 午前 ９時４３分 
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この会議録の次第は、書記岩渕孝亮が記載したものであるが、その内容が正確であることを

証明する。地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

 

議    長 

 

 

 

署 名 議 員 

 

 

 

署 名 議 員 


